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委 託 仕 様 書

１．委託名

(仮称)消防分署中部拠点整備に伴う設計業務委託

２．委託場所

箕面市 今宮 地内 （「別添１」のとおり）

３．委託期間

○契約の翌日から令和６年６月３０日まで。

・概算工事費の算出：令和５年１０月３１日まで

・設計・積算完了 ：令和６年５月３１日まで

・建築基準法第18条第3項の規定による確認済証：令和6年４月３０日まで

※箕面市まちづくり推進条例協議は計画通知までに完了すること。

４．総 則

○本委託業務の実施にあたっては、発注者の信頼に応じ得る十分な知識と経験を傾注し、

関係法令に基づき誠意をもって意見を述べ、助言をなし、秘密を守り、発注者の正当

な利益を擁護して設計業務を行い、その責任を果たさなければならない。

○円滑かつ速やかに設計業務が行えるよう、本委託業務を行わなければならない。

○本委託業務に伴う打ち合わせ・協議内容については、全て報告書を作成し提出するこ

と。

○協議関係者との打ち合わせ等により各計画概要案に変更が生じる場合があるので留

意すること。

５．その他条件

○設計業務にあたっては、貸与する資料を参考とする他、充分に現地を調査し、現況を把握

すること。

○本業務に伴う関係者との打ち合わせに同席し、必要な説明・助言等を行うこと。

６．情報守秘

○本業務の成果品として納品される図書、調査資料等の本市施設に係る固有情報（電子

情報も含む）については、本業務以外において使用してはならない。

７．委託範囲

○本委託業務の範囲は下記に示すとおりとする。

８．設計業務

○計画地の概要

・所在地 「別添１」のとおり。

・敷地面積 約2,418㎡

・用途地域等（※ 「●」印を適用する。）

都市計画区域の内外の別等

●区域内（○市街化区域 ●市街化調整区域）○区域外
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防火区域

○防火区域 ○準防火区域 ●指定なし（法２２条 ●区域内 ○区域外）

用途地域

○一低専 ○二低専 ○一中高 ○二中高 ○一住居 ○二住居

○準住居 ○近商 ○商業

建ぺい率（％）

○５０ ●６０ ○８０

容積率（％）

○１００ ○１５０ ●２００ ○３００ ○４００ ○６００

高度地区

○第一種 ○第二種 ○第三種 ○第四種 ○第五種 ○第六種

○第七種 ○第八種

土地区画整理事業区域

○区域内 ●区域外

地区計画

○区域内 ●区域外

砂防指定区域

○区域内 ●区域外

宅地造成等規制区域

○区域内 ●区域外

○建築計画施設の概要

・(仮称)消防分署中部拠点 分署（補助訓練塔を含む）（案）

構造・規模 鉄骨造又は鉄筋コンクリート造・複数階

延床面積 約７００㎡

主 要 室

車庫等 － 主力車両５台配置（救助工作車、梯子車、救急車、ＳＴ車、作業車）、

出動準備室、倉庫（ホース格納、ボンベ収納他防災資材庫）

建屋 － １階受付兼事務所、会議室（２０人規模）、厨房、食堂、浴室、

洗濯乾燥室（電気乾燥機）、トイレ、仮眠室、体力錬成室、リネン庫

主要設備 受変電設備 高圧受電

防災設備 自火報、非常放送、避雷針、屋内消火栓、消火器

弱電設備 一般放送、電話、インターホン、情報通信、TV共聴、

呼び出し、TV電波障害防除、電気錠

発電設備 自家発電

給水設備 受水槽貯留、増圧送水

給湯設備 局所給湯式

排水設備 分流式

ガス設備 都市ガス

空調設備 熱源：ガス又は電気

機器：空冷ヒートポンプ

方式：分散、パッケージ及びマルチ

設置居室（１階受付兼事務所、会議室、厨房、食堂、
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洗濯乾燥室、仮眠室、体力錬成室）

換気設備（第３種換気）

昇降機設備 乗用１１人乗り、４５m/min、マシンルームレス、

福祉対応

その他設備 非常用発電機、油庫、防火水槽（プール式又は二次製品の水槽）、

消火栓（車庫前）、ホース干し場、リフター

附帯施設 ゴミ集積施設、電気室、ポンプ室、受水槽、その他

外構整備 駐輪場、玄関前車椅子専用スロープ、植栽、フェンス、

雨水排水設備、側溝、その他付帯施設の整備

・(仮称)消防分署中部拠点 訓練塔（案）

構造・規模 鉄骨造又は鉄筋コンクリート造・複数階

延床面積 約３５０㎡

主 要 室

建屋 － 火災訓練室、自衛消防隊訓練室、救助訓練スペース、

立坑救助中高層火災対応訓練室、高層火災救助訓練室、

訓練待機スペース、倉庫

主要設備 空調設備、換気設備（第３種換気）

９．建築基本設計

（１）基本設計策定業務

①消防活動等を行うために必要な基本設計を行う。

②基本設計にとりまとめにあたっては２案程度を立案し、比較検討を行ったうえで、

発注者の了解を得た案とする。

③与件の整理

・(仮称)消防分署中部拠点整備に関する条件、設計基準、関係法令などを基として

設計条件等について整理を行うこと。

・給排水、ガス、電気等設備、電柱位置、駐車場位置について関係機関と協議を行

い、設計条件等を整理すること。

④協議資料の作成

・関係者のニーズを反映したコンセプト等を含めた基本設計平面図（案）等を複数

枚作成すること。また、これをもって庁内関係者と協議を行う。各関係者、庁内

意思決定を行うための協議において、建築に精通しない者も理解しやすい資料と

すること。

（２）地元等調整及び関係者等との協議に関する支援業務

・説明会に対する資料の作成

（３）その他

・本市監督職員の指示に従い、各関係者、庁内意思決定を行うための協議等に必要な

資料及び部数を作成すること。

１０．建築実施設計

（１）設計概要

・基本設計を基に建築・電気設備・機械設備・外構工事の実施設計を行うこと。
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（２）実施設計業務及び仮設計画

①実施設計は工事費内訳明細作成に必要な内容、かつ工事に必要な詳細図面が十分に

盛り込まれた内容とすること。

②工事発注形態は分離発注とし、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事

に分けて、設計・積算を実施すること。

③工事施工に必要な仮設工事の計画及び設計・積算を行うこと。

④ランニングコスト等を踏まえた設備機器の選定を行うこと。

１１．建築実施設計に伴う許可申請、届出業務

（１）対象となる許可申請、届出

① 都市計画法に基づく開発許可不要証明申請

② 建築基準法に基づく計画通知

③ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定

④ 箕面市まちづくり推進条例に基づく届出

⑤ 景観計画、都市景観条例に基づく届出

⑥ 消防法に関する届出

⑦ その他当該計画に関係する法規制に伴う申請、届出

（２）業務内容

① 前記（１）に示す申請書又は届出書の作成及び提出、内容に係る協議

② 許可・判定等申請、届出手数料の納付（※当該委託業務に手数料を含む。）

１２．建築実施設計図書作成条件

（１）図面の種類

① 設計図面は下記図面で構成すること。

表紙、図面リスト、特記仕様書、工事区分表、工事概要書、附近見取図、配置図、

外部・内部仕上表、平面図、立面図、断面図、天井伏図、矩計図、建具表、

外構図、仮設計画図、各詳細図、構造図

電気設備平面図、（幹線・動力・電灯・コンセント・弱電・自動火災報知・警報・

情報通信等）、各系統図、機器姿図、機器リスト

機械設備平面図、（給水・排水通気・給湯・衛生器具・空調・換気・消火等）、

各系統図、機器姿図、機器リスト、その他必要な図面

（２）特記仕様書

① 箕面市指定様式

（３）標準仕様書・標準図（最新版）

① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書

② 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事標準仕様書

③ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図

④ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築設備工事標準図

（４）数量積算（最新版）

① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築数量積算基準・同解説

② 箕面市営繕工事積算指針

（５）単価根拠（最新版）

① 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事積算基準
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② 箕面市営繕工事積算指針

③ 建築コスト情報（財団法人建設物価調査会）

④ 建築施工単価（財団法人経済調査会）

⑤ 建設物価（財団法人建設物価調査会）

⑥ 積算資料（財団法人経済調査会）

⑦ 各種メーカー等見積（３社以上取得し、最低金額採用とする。）

１３．準用河川暗渠化実施設計業務

・敷地東側の河川の暗渠化計画（全幅）を行うこと。

・業務内容は以下の通りとする

①設計計画

本業務の対象となる水路上部に、20t以上の車輌の通行可能なものとすること。

施工方法や施工順序についても検討の上、提案を行うこと。

②設計図

ブレキャスト割り付け一般図の作成を行う。

③数量計算

設計図に基づき必要な材料数量を算出する。

④箕面準用河川の占用に関する条例等の申請業務

⑤照査

・現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が

適切であるかについて、照査を行う。

・支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの確

認を行う、

・設計計算、設計図、数量計算の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

⑥報告書作成

設計条件、設計図面、数量計算書、施工方法や施工順序、施工段階での注意事項、現

地調査等の内容の取りまとめを行う。

１４．準用河川暗渠化実施設計図書作成条件

（１）図面の種類

① 設計図面は下記図面で構成すること。

表紙、図面リスト、特記仕様書、工事区分表、工事概要書、附近見取図、配置図、

函渠工一般図、平面図、縦断図、標準断面図、土留・仮設図、計画平面図、その

他必要な図面

（２）標準仕様書・標準図（最新版）

① 土木工事共通仕様書（共通・河川・道路編等）（大阪府都市整備部）

② 道路構造令の解説と運用（日本道路協会）

③ 道路土工（各指針）（日本道路協会）

④ 道路橋示方書・同解説（日本道路協会）

（３）数量積算（最新版）

① 国土交通省土木工事標準積算基準書

② 箕面市営繕工事積算指針

（４）単価根拠（最新版）
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① 土木コスト情報（財団法人建設物価調査会）

② 建設物価（財団法人建設物価調査会）

③ 積算資料（財団法人経済調査会）

④ 各種メーカー等見積（３社以上取得し、最低金額採用とする。）

１５．透視図作成業務

・数量種別 建物外観 Ａ３版 １面

鳥瞰図 Ａ３版 １面

・表 現 詳細に表現し彩色仕上げ

・付 属 品 額

１６．地質調査業務

（１）機械ボーリング

φ６６ ３０ｍ ２本（建物用）

φ１１６ ３０ｍ １本（建物用）

φ６６ １０ｍ １本（河川用）

（２）標準貫入試験（JIS Ａ 1219） ９９回

（３）孔内水平載荷試験（JGS 1421） １回

（４）現場透水試験（一重管式） ２回

１７．測量業務（「別添２」参照）

・「箕面市公共測量作業規程」他、各種関係法令規程に基づいて実施すること。

（１）４級基準点測量（８点）

・既知点は公共基準点を使用し、４級基準点を適切な位置に選点すること。

・選点図に基づきトータルステーションにて観測を行うこと。

・使用する機器は適宜、点検及び調整を行うこと。

・観測値については点検計算を行い、許容範囲を超えた場合は再測を行うこと。

・新点の位置及び標高を求めるために、これらに関する諸要素の計算を行い、成果表等の

作成を行うこと。

（２）４級水準測量（０．１ｋｍ）

・既知点は公共水準点を使用し、４級水準点を適切な位置に選点すること。

・選点図に基づきレベルにて観測を行うこと。

・使用する機器は適宜、点検及び調整を行うこと。

・観測値については点検計算を行い、許容範囲を超えた場合は再測を行うこと。

（３）現地測量（縮尺１／２００）

・測量区域内の行政区域、地目、地形、工作物、構造物、庭園、立木、電柱類、建物壁、

軒先、横断水路等すべて記入するものとする。また、家屋等には住人の氏名、商店、会

社、官公署等の名称、河川路線名及び水流方向を記入するものとする。

・地盤高は１０ｍピッチで観測すること。縦横断図の作成は、縮尺１／２００で行うこと。

（４）地下埋設物調査（道路下）

・各インフラ設備（給水・雨水・汚水・電気・ガス・電話・通信など）すべての配管・管

径・深さ・材種などを調査する。

（５）路線測量（河川）

・作業計画、現地踏査、線形決定、IP設置測量、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、

横断測量を行うこと。
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１８．提出設計図書

■着手時（入札後１０日以内）

業務計画書 Ａ４又はＡ３ファイル綴：１部

※本委託を進めるにあたり、履行体制、方針、スケジュール、図面や設計書等の照査

体制について業務計画書を作成し、提出すること。

■建築基本設計完了時

① 基本計画図 Ａ３版：１部

② 概算工事費 Ａ４ファイル綴：１部

・内訳書、積算根拠、データ含む ＣＤ－Ｒ：１式

③ 設備機器容量、能力等計算書 Ａ４ファイル綴：１部

④ 協議対象者との協議経過報告書 Ａ４ファイル綴：１部

⑤ 打ち合わせ報告書 Ａ４ファイル綴：１部

※市等との協議の都度作成すること。

⑥ 前記のデータを記録したＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ：１式

⑦ その他監督職員の指示により必要な図書を提出すること。

■建築実施設計完了時

① 実施設計図（２つ折り文字入り製本） Ａ１版：１部

② 実施設計図縮小版（２つ折り文字入り製本） Ａ３版：３部

③ 設計図データ（DXF又はJWWファイル） ＣＤ－Ｒ：一式

④ 設計内訳書 Ａ４ファイル綴：１部

⑤ 積算根拠（代価表、複合単価表、数量調書） Ａ４ファイル綴：１部

⑥ 見積比較表、見積書 Ａ４ファイル綴：１部

⑦ 構造計算書 Ａ４ファイル綴：１部

⑧ 設備機器容量、能力等計算書 Ａ４ファイル綴：１部

⑨ 設計内訳書、積算根拠原稿(データ提出の場合は不要) Ａ４ファイル綴：１部

⑩ 設計内訳書、積算根拠データ ＣＤ－Ｒ：一式

⑪ 打ち合わせ報告書 Ａ４ファイル綴：１部

※市等との協議の都度作成すること。

⑫ 単価根拠(上記１５（５）③～⑥に示す当該業務の積算に使用した刊行物) ：一式

⑬ 地質調査報告書 ：１部

⑭ 許可申請届け出業務に伴う許可書又は届出書の副本 Ａ４ファイル綴：１部

⑮ 許可申請届け出業務に伴う協議経過報告書 Ａ４ファイル綴：１部

⑯ その他監督職員の指示により必要な図書を提出すること。

■準用河川暗渠化実施設計完了時

① 実施設計図（２つ折り文字入り製本） Ａ１版：１部

② 実施設計図縮小版（２つ折り文字入り製本） Ａ３版：３部

③ 設計図データ（DXF又はJWWファイル） ＣＤ－Ｒ：一式

④ 設計内訳書 Ａ４ファイル綴：１部

⑤ 積算根拠（代価表、複合単価表、数量調書） Ａ４ファイル綴：１部

⑥ 見積比較表、見積書 Ａ４ファイル綴：１部

⑦ 構造計算書 Ａ４ファイル綴：１部

⑧ 設計内訳書、積算根拠原稿(データ提出の場合は不要) Ａ４ファイル綴：１部

⑨ 設計内訳書、積算根拠データ ＣＤ－Ｒ：一式
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⑩ 打ち合わせ報告書 Ａ４ファイル綴：１部

※市等との協議の都度作成すること。

⑪ 単価根拠(上記１５（５）③～⑥に示す当該業務の積算に使用した刊行物) ：一式

⑫ 地質調査報告書 ：１部

⑬ 許可申請届け出業務に伴う許可書又は届出書の副本 Ａ４ファイル綴：１部

⑭ 許可申請届け出業務に伴う協議経過報告書 Ａ４ファイル綴：１部

⑮ その他監督職員の指示により必要な図書を提出すること。

■手続き完了時

① 計画通知副本 ：１部

② 箕面準用河川の占用に関する条例の申請の副本 ：1部

③ その他手続きにおける副本 ：１部

１９．その他条件

〇箕面市公共工事コスト縮減に関する行動計画を遵守し業務を行うこと。

〇構造計算に使用するプログラムは、大臣認定を取得したものとすること。

〇打合せは２週間に１度程度行うこと。

○委託業者は、契約締結後速やかに自社内の体制を報告すること。

○委託業者は、契約締結後速やかに工程を作成し本市監督職員と協議すること。

○施設関係者との打ち合わせに同席し、必要な説明・助言をし関係者の意見を設計にとりい

れること。また、本市監督職員の指示に従い必要な資料を作成すること。

○各関係者、庁内意思決定における協議において変更する場合があるので、都度スケジュー

ルの共有を行うこと。

O関係法令等の遵守

・都市計画法

・建築基準法

・消防法

・水道法

・下水道法

・ガス事業法

・電気事業法

・河川法

・建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律

・公共工事の品質確保の促進に関する法律

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

・大阪府福祉のまちづくり条例

・箕面市まちづくり推進条例

・箕面準用河川の占用に関する条例

・箕面準用河川管理施設等構造条例


